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　「新たなガバナンスモデル検討会」では、サイバー・フィジカル融合時代におけ

る新たなガバナンスモデルを提示することを目的として、2020年に「GOVERNANCE 

INNOVATION Society5.0の実現に向けた法とアーキテクチャのリ・デザイン」（以

下「Ver.1報告書」という。）を、2021年に「GOVERNANCE INNOVATION Ver.2: 

アジャイル・ガバナンスのデザインと実装に向けて」（以下「Ver.2報告書」とい

う。）を公表した（以下、２編の報告書を総称して「ガバナンス・イノベーション報

告書」という。）。ガバナンス・イノベーション報告書の中で示した「アジャイル・ガ

バナンス」のモデルは、幸いにも国内外から大きな反響をいただいた。 

　ガバナンス・イノベーションに対する関心が高まるにつれ、Ver.1報告書とVer.2

報告書を一体的に理解するための解説について多くの方からご要望をいただい

た。また、アジャイル・ガバナンスを具体的にどのようなプロセスで進めていけば

よいのかに関するご質問も多くいただいた。 

　そこで、本検討会では、以下を主な目的として、本報告書を公表する。

本報告書の目的 
●２編のガバナンス・イノベーション報告書で示した「アジャイル・ガバナンス」の全 

体像を整理すること（第一部） 
● アジャイル・ガバナンスの実践プロセスを整理すること（第二部） 
● アジャイル・ガバナンスを実装するために必要な環境整備とインセンティブ設計

について国内外の具体例も踏まえつつ示すこと（第三部）

　ガバナンス・イノベーション報告書の公表と時を前後して、国際的にもアジャイ

ル・ガバナンスに関連する議論は盛り上がりをみせている。アジャイルな規制に

関しては、OECDが2021年10月に、「イノベーションを牽引するためのアジャイル

な規制ガバナンスに関する勧告」を公表した。世界経済フォーラムGlobal Future 

Council on Agile Governanceは、2020年にアジャイルな規制に関するツールキッ

トを公表している。また、同年には、イノベーションを促進するためのルール形成

に向けた国際的な協力枠組みであるアジャイルネーションズが結成された。民間

主導の国際標準の中にも、情報セキュリティマネジメントやリーガルリスクマネジ

メントといった様々な文脈において、アジャイルなガバナンスの視点が取り込ま

れている。こうした中、日本のガバナンス・イノベーション報告書が示した整理は、

はじめに   本報告書の目的
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規制やコーポレートガバナンスといった伝統的な枠組みに閉じない包括的なガ

バナンスフレームワークを示したものとして、世界的にも多くの注目を集めた。

　国内においても、2021年11月には、デジタル臨時行政調査会（デジタル臨調）

が創設され、デジタル改革、規制改革、行政改革に係る課題に取り組むための

デジタル原則として、「アジャイルガバナンス原則（機動的で柔軟なガバナン

ス）」が示された。また、企業ガバナンスの文脈においても、政府の定めるルール

をただ守ればよいのではなく、自ら積極的にガバナンスのプロセスに関与するこ

との重要性が認識され始めており、こうした取組をサポートするようなAIガバナ

ンスやプライバシーガバナンスに関するガイドラインも策定されている。さらには、

こうした政府や企業によるガバナンスに対して、個人やコミュニティが参加でき

るような仕組みも登場しつつある。こうした中で、政府による規制・行政改革、企

業によるガバナンス改革、市民参加の在り方の改革といった個別分野に閉じる

ことなく、これらの有機的な関係を理解し、社会全体のガバナンスの在り方を検

討することは、一層重要になってきている。

　本報告書に対して多くの方からご意見や実例を寄せていただくことで、アジャ

イル・ガバナンスの理論的及び実践的な枠組みが一層整備され、イノベーティブ

かつ幸福で自由な社会の実現に資することを願う。 

2022年1月31日

新たなガバナンスモデル検討会
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  1.1 イノベーションとは何か 

　我々が生きる現代社会は、少子高齢化、都市への人口の集中、経済

成長の鈍化、所得格差の拡大、急速な気候変動、環境破壊等、様々

な課題を抱えている。こうした課題を克服し、一人ひとりがより豊かで

主体的な幸せな生活を送ることができる社会を実現するためには、AI、

ビッグデータ、IoT、5Gなどのサイバー空間とフィジカル空間とを融合さ

せるシステム（サイバー・フィジカルシステム（Cyber Physical System: 

CPS））がもたらすイノベーションを、社会のあらゆる場面で起こしていく

必要がある。日本政府は、このような社会を“Society5.0”と名付け、ガ

バナンス・イノベーション報告書では、こうしたSociety5.0の実現に向け

たガバナンスモデルの在り方を検討してきた。

　ここでの「イノベーション」とは、単なる技術開発ではなく、シュムペー

ターが「創造的破壊」と呼んだように、価値形成モデルの転換を伴うも

のを指す。歴史的なイノベーションの例としては、鉄道、自動車、電話、

インターネットなどが挙げられ、近年では、スマートフォン、クラウド、シ

ェアリングビジネスなどが挙げられるであろう。イノベーションとは、既存

のビジネスモデルの「改善」（Improvement）とは異なり、価値の形成の

仕組みを根本的に変革するものである。また、単なる技術開発としての

「発明」（Invention）とも異なり、それらが社会に実装されて価値を創出

することで、はじめてイノベーションが生じたということができる。

　さらにシュムペーターは、イノベーションを「新結合」とも呼んでいる。

Society5.0においては、ある商品やサービスが設計された時点では予

想することのできない新しいサービス提供者、自律ロボット、あるいは

消費者等の様々なアクターが社会システムに次々と加わり、相互に結

合することが想 定されるところ1、このような「 新 結 合 」こそが、

Society5.0におけるイノベーションの重要な特徴であるといえる。

　社会課題の進行や技術革新の速度がかつてなく増大している現代、

こうしたダイナミックなイノベーションを社会の中で継続的に起こしてい

くことが、社会課題を解決し、我々一人ひとりの幸福を達成するために

不可欠となってきている。

なぜ「イノベーション」に「ガバナンス」が必要か
1

1）このように、独立して機能する複数のシステムを、動的に連携させて利用するシステムを、システム工学上、「システム・
オブ・システムズ」と呼ぶ。
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2） Ver.1報告書1.2 

  1.2 高まる「ガバナンス」の重要性  

　このような意味でのイノベーションは、様々なステークホルダーのリス

ク状況や利害状況に影響を与える可能性があるため、これらのリスク

状況や利害状況を適切に分配できるような制御メカニズム（技術・ルー

ル・組織など）を伴うことが必要である。この意味での制御メカニズムが、

ガバナンス・イノベーション報告書及び本報告書が掲げる「ガバナンス」

である。Ver.2報告書では、「ガバナンス」を以下のように定義した。

　社会において生じるリスクをステークホルダーにとって受容可能

な水準で管理しつつ、そこからもたらされる正のインパクトを最大

化することを目的とする、ステークホルダーによる技術的、組織的、

及び社会的システムの設計及び運用

　この定義を端的に表現すれば、ガバナンスとは、「ステークホルダー

に共有された一定のゴールを達成するための仕組み（技術・制度・組織

等）の設計・運用」であるといえる。そして、サイバー・フィジカルシステム

を通じて幸福や自由を実現するというSociety5.0を実現するためには、

以下で述べるように「イノベーションのための、イノベーションに対する、

イノベーションによるガバナンス」（Governance FOR/OF/BY Innovation）

という視点からガバナンスを設計・運用していく必要がある2。 

 

  1.2.1 イノベーションのためのガバナンス（Governance FOR Innovation） 

　イノベーションとは、価値形成モデルの転換であり、従来想定されて

いなかった方法で社会に影響を及ぼすものである。そのため、既存の

発明が実装されて「イノベーション」となるまでに時間を要した例
● 発電は、その原理が発見されてから産業基盤として価値を生むまでに、約50年を要した。
● 自動車は、1886年にドイツでガソリンエンジン型の自動車が開発されてから、1909年に

自動車の通行に関する法律が制定されるまで、20年以上を要した。
●  旅客機は、ライト兄弟が動力飛行に成功したのが1903年であり、1920年代の航空法な

どの法整備を経て、乗り物として機能しだしたのが1930年代、大衆化したのは1960年代

頃である。
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3）経済産業省・国際競争力強化に向けた日本企業の法務機能の在り方研究会「国際競争力強化に向けた日本企業の法
務機能の在り方研究会報告書～令和時代に必要な法務機能・法務人材とは～」（2019年） 
https://www.meti.go.jp/press/2019/11/20191119002/20191119002-1.pdf

Governance FOR Innovationの例
●  個人が自宅・空いた部屋を貸し出すいわゆる「ホームシェアリング」は、旅館業法（1948 年）

上、法的な位置づけが不明確なものとなっていたが3、2018年6月に成立した住宅宿泊事業

法により、日本においてホームシェアリングが明確に合法となった。新法制定の背景には、

民泊事業者が、旅館業法の目的を尊重しつつ、同法制定時からの社会状況の変遷を踏まえ、

現代にふさわしいガバナンスの手法を構築して信頼を獲得したことが挙げられる。
● シェアリングサービスを提供する企業等で構成されるシェアリングエコノミー協会では、「シェ

アリングエコノミー認証制度」を実施している。この制度は、シェアサービスの安全性、信頼

性を同協会が第三者として評価し公表することで、認証を受けた事業者の利用者の拡大に

つなげることを目的とするものである。シェアリングエコノミー協会が実施する認証は、政府

の公表したガイドラインに基づき同協会が策定した自主規制（共同規制）に従って行われる。

法規制などの制度に抵触したり、法の適用関係が不明確なグレーゾー

ンに入ったりする可能性がある。しかし、このように「既存の社会制度

が想定していない」という理由のみで、イノベーションの実装が妨げら

れるべきではない。既存の制度は、歴史上のある一時点における社会

状況に基づいて設計されているのだから、その前提条件が変化した場

合には、制度の本来の目的に立ち返り、これをアップデートしていくこ

とが必要である。イノベーションを促進するためには、この前提条件の

変化がこれまでにないスピードで生じることを想定し、機敏かつ柔軟に

社会制度のアップデートを行うことが求められる。

　他方、あるイノベーションを妨げるような既存の制度がない場合であ

っても、これに対する社会一般からの信頼を獲得することが難しく、結

果としてイノベーションの実装に至らない場合も少なくない。その場合、

新たな価値形成モデルについて一定のルールやモニタリングのメカニ

ズムが整備されることによって、サービスへの信頼が生まれ社会実装が

進む場合も多いと考えられる。

　Society5.0を実現するためには、このように、ガバナンスがイノベーショ

ンを阻害せず、また、イノベーションを促進するような「イノベーションの

ためのガバナンス」（Governance FOR Innovation）の視点が重要である。
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  1.2.2 イノベーションに対するガバナンス（Governance OF Innovation） 

　Society5.0の基盤となるサイバー・フィジカルシステムの特徴を考える

と、イノベーションに対するガバナンスの必要性は、従来以上に増して

いる。

　サイバー空間が形成されたのはSociety4.0（情報社会）の時代である

が、ここでは、サイバー空間とフィジカル空間との結節点として人間が

存在していた。例えば、預金残高や借入履歴が電磁データで記録され

るようになっても、融資の判断を行うのは人間であったし、レントゲン

写真が電子カルテの形式で保存されるようになっても、それを読影して

診断を下すのは人間の医師であった。こうした社会では、意思決定に

基づきシステムを操作するのはあくまでも人間であり、システムに求め

られるのは、その道具として人間に与えられたミッションを忠実にこな

すという意味での信頼性や、想定可能なトラブルが起きても耐えられる

という意味での安全性などであった。

　これに対し、Society5.0を構成するAIなどの技術は、人間に代わって

自律的な決定を行ったり、人間の意思決定や状態に直接介入したりす

ることが想定される。例えば、膨大なデータと多層構造のアルゴリズム

によって、人間には理解できず、かつ人間よりも短時間かつ高精度で

融資が貸倒れとなる確率を計算したり、医用画像から患部の疑いを指

摘したりすることが可能になってきている。また、システムの自律的な

判断結果に基づいて自動的に融資を拒否するという判断を金融機関

が行ったり、手術ロボットの自律的な判断により人体の特定の範囲が

切除されたりする場合のように、人の手が介在しないまま機械の判断

結果を実現させることも、理論的・技術的には既に可能になっている場

合も多い。

　このように、システムの自律化が進むSociety5.0においては、人間の

指示に従うシステムが備えるべきとされてきた信頼性や安全性といった

要件だけでなく、これまで人間自身が担ってきたプライバシー、公平性、

持続可能性等などの価値を、システムを運用する中で実現していく必

要が生じる。その際、必ずしも定量化できない価値をどのように定義す

るのか、その価値をシステムの設計の中にどのように埋め込むのか

（「バイ・デザイン」のアプローチ）、さらにそのシステムの管理者にどの

ような義務を課すのか、といった点が検討されなければならない。

　加えて、Society5.0においては、スマートシティにおける決済システム

やモビリティ管制システムのように、独立して機能する複数のシステム
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を、動的に連携させて利用するシステム（システム・オブ・システムズ）の

果たす役割が一層拡大していく。こうした複雑なシステムは、結果の予

見可能性や統制可能性が著しく限定的になるため、その中でどのよう

に上述のような価値の実現を確保していくかということや、システムの

判断ミスによる損害に対して誰がどのように責任を負うのか、といった

検討も必要となる。

　昨今では、ビジネスシーンにとどまらず、日常触れる情報の検索から、

購入する商品やサービスの選択、人とのつながり、そして民主的決定

に至るまで、我々の行動は自律的で複雑なデジタルシステムに一層依

存するようになってきている。こうした時代においては、イノベーション

に対するガバナンス（Governance OF Innovation）が従来以上に求めら

れている。

Governance OF Innovationが問題となった事例
①トロント都市開発計画 「IDEA」の中止 
　 2017年10月、Googleの親会社であるAlphabet傘下の企業Sidewalk Labsが、カナダのト

ロントで未 来 都 市 実 現のためのスマートシティプロジェクト「 I D EA（ I n n ova t i ve 

Development and Economic Acceleration）」に着手する計画を発表した。しかし、メディ

アからの批判や地元住民の反対運動などを受け、2020年5月に計画の中止が発表され

た。この計画では、モジュラー式グリーンビルディングや自動運転車両の活用など様々

な先端技術の活用が予定されていたほか、市民生活のあらゆるデータが収集され、最先

端のサービス等に活用されるという革新的な計画が含まれていた。しかし、市民のデー

タを収集することやその管理に対して、地元トロント市民や関係団体等から強い懸念が

表明された。この懸念が計画を中止する理由になったとみられている。この事例は、民間

企業が都市の管理者になるという新しい体制を実現するためには、管理者側がステーク

ホルダーの信頼に足り得るガバナンスモデルを提示することが重要であることを示して

いる。 

② Facebook（現Meta）社の内部告発 
　 2021年10月、米SNS大手企業Facebook（現Meta）の元従業員が、次のことを告発した。

すなわち、自社のサービス内容が社会的に有害な可能性があると知りながら、同社が自

社の利益を優先し、有効な改善策をあえて取らなかったということである。公開された文

書によれば、同社は、ユーザーのエンゲージメント（いいね、クリック、コメント、シェアな

どの件数）を最大化するために、喜びや幸福などの感情ではなく、憎しみや怒りを増長す

るようなコンテンツを表示するアルゴリズムを採用していたという。また、写真共有SNS

「Instagram」を利用する10代女子の13.5%が｢自殺願望が悪化した｣と回答し、17％が｢

拒食や過食の摂食障害が悪化した｣と答えていることも自社の調査を通じて把握された

にもかかわらず、何らの対策も取られていないことが指摘されている。企業が、自社のイ

ノベーションについて外部からは認識しづらいネガティブなインパクトについても適切に



7

ガバナンスすることの必要性を示すと共に、内部通報制度のように、事情を知る者によ

る問題提起を促す仕組みの重要性を示す事例である。 

③ 顔認証のためのデータセットの使用に関する課題 
　 2019年1月、米国IBMは、100万人の多様な個人の顔画像データを収めた「Diversity in 

Faces（DiF）」と呼ばれるデータセットを公開した。しかし、この顔画像データとして、写

真共有を目的としたコミュニティサイト「Flickr」上にある写真が利用されていることが判

明し、Flickrのユーザーの中から、データセットへの写真利用に対して同意していないと

いう声が挙がった。IBM側は、著作権等の制限が通常よりも緩和される「クリエイティブ･

コモンズ（CC）」のタグがつけられた画像のみを使用しているため、写真の利用に法的な

問題はないというスタンスを取っていた。しかし、企業側と一般ユーザーの認識には乖離

があり、写真の利用にあたって合意の形成が十分ではないことが明らかになった。顔画

像データを利用する際には、法的な根拠さえあれば問題がないというわけではなく4、対

象者に対して十分な説明を行い、対象者による適切な理解に基づく同意を得ることが

重要であることが示された事例である。

  1.2.3 イノベーションによるガバナンス（Governance BY Innovation）  

　従来のように人間がガバナンスを行う場合、そのスピードや精度は、

人間の能力という限界に規定される。しかし、近時の高度に発達した

データ収集やデータ分析技術を前提とすれば、より効率的で精度が高

いガバナンスを実施することができると考えられる。

　例えば、インフラや工場等の点検業務において、目視点検のかわり

にセンサーでデータを取得し、リアルタイムで検査すれば、点検者に生

じる身体の危険を避けると共に、より正確な点検を常時行うこともでき

るであろう。また、動画サイトプラットフォームでは、日々寄せられる大

量の著作権侵害通報に対して、AIが自動的に権利侵害の有無を判定

しているが、こうしたAIによる大量の処理の適切性を判断するためには、

やはりAIの力を借りる必要があると考えられる。

　デジタルシステムによって精緻で大量の情報処理が可能となる

Society5.0においては、このように、「イノベーションによるガバナンス」

（Governance BY Innovation）という視点も非常に重要である。

Governance BY Innovationの事例
①スマート保安 

　 高圧ガス保安法が適用される事業所では、原則として、1年に1度、運転を停止して保安

4）ただし、本事例における顔写真の利用にあたり、写真の著作権以外にも、被写体のプライバシー権や肖像権等も問題
となり得、そもそも法的な根拠があったといえるか自体についても議論の余地がある。



8

検査を行わなければいけない。しかし、2017年に導入された高圧ガス保安法上の「スー

パー認定事業所」制度では、(i)IoT、リアルタイムデータ等の新技術の導入と、(ii)高度な

リスクマネジメント体制の構築といった要件を満たした事業所について、最大8年間連続

して運転することが可能とされた（保安検査自体は行う必要があるが、運転を止める必

要はない）。 

② AIによる建機自動化 
　 建設産業では、産業全体で熟練者の引退・働き手の不足の深刻化が懸念され、省人化・

無人化による生産性の向上が期待されているため、近年、AIによる建機自動化が注目さ

れている。人が建機を操作する場合は、人が周辺環境を把握し安全に配慮しながら作

業をするが、人が搭乗しないようなAI建機の場合、別途、安全を確保する仕組みが必要

である。特に、人身事故のリスクの最小化は優先度が高い。 事故リスク低減の技術的な

方法として、例えば、建機の作業区画内は人の立ち入りを禁止し、万が一、人が立ち入

った場合に、それを自動で検知し、AI建機を停止させるような仕組みが想定される。 人

の検知方法としては、建機に搭載したライダーやカメラからの3次元点群データやRGBデ

ータの情報処理によって人を検知する方法や、建機に搭載した磁界発生装置で人の装

着物に埋め込んだRFIDの検知によって人を検知する方法などがある。

　Society5.0に必要な「イノベーションのための、イノベーションに対す

る、イノベーションによるガバナンス」は、既存のガバナンスモデルの

「改善」や単なる技術的な「発明」のみによって達成できるものではな

い。すなわち、法規制や企業ガバナンス、民主的システムなどの様々な

ガバナンスの仕組みを根本的に再設計する、「ガバナンスのイノベーシ

ョン」（Governance Innovation）が必要であると考えられる。その理由

は、以下のとおりである。

  2.1 社会の複雑化とゴールの多様化

  2.1.1 技術と社会構造の変化

　Society5.0では、大規模・広範囲・多種類のデータに対して、ディープ

ラーニング技術等による複雑なデータ分析が行われ、その処理結果が

フィジカル空間へ直接的に作用するようになる。さらに、独立して機能

するシステム同士が、地理的制約や業界の壁を越えて動的に相互接続

されていく（システム・オブ・システムズ）。

なぜ「ガバナンス」に「イノベーション」が必要か
2
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　こうしたシステムの上に成り立つ社会は、変化が急速で、将来に対

する予見可能性・統制可能性が著しく限定され、問題が生じた際の責

任主体の決定も困難となる。さらに、業界を超越した支配力の集中や、

ローカルとグローバルとの接続が進むといった特徴もある。いわゆる

V U CA（ 変 動し（ Vo l a t i l i t y ）、不 確 実 で（ U n c e r t a i n t y ）、複 雑

（Complexity）かつ曖昧（Ambiguity））な社会であるといえる。

イノベーションの実装と既存のシステムの陳腐化のスピードの加速
● ディープラーニングの発展に端を発した第三次AIブームが始まったのは、2012年頃である。

それから僅か10年の間で、AIは、画像処理の分野のみならず自然言語処理等の分野でも

目覚ましい成果を挙げている。 
● スマートフォンの先駆けとなったiPhoneの初代モデルが発売されたのは2007年であり、そ

れから約15年間で、スマートフォンは、国民の8割以上が保有するデバイスとなった。
● 移動通信システムの第4世代である“4G”は、2015年に運用が開始されたが、次世代の5G

は僅か5年後の2020年に開始している。

  2.1.2 ガバナンスのゴールの多様化と相対化

　高度で複雑なシステムが人間社会や自然環境に与える影響が拡大

するのに伴って、我々がガバナンスによって実現すべき「ゴール」の種

類も多様化している。政府であれ、企業であれ、目指すべきゴールは単

純な経済成長のみではなく、サステナビリティ、循環経済、環境といっ

た公的価値への貢献や、人権、自己決定権、多様性、包摂性といった

人間の本質的価値への配慮が求められるようになっている5。

　さらに、例えば「安全性」というゴールについては、古典的には「許

容できないリスクが存在していないこと」と定義されており、構成が単

純で、かつ変化を予測可能なシステムにおいては、設計の段階でリス

クを分析し、安全対策によってリスクを管理することができた（セーフテ

ィ・バイ・デザイン）。一方、AIを搭載するシステムのように、リスクを事

前に完全に予測することが困難なシステムや、学習によって動作が変

化しうるシステムでは、設計段階だけでなく、システムを利活用する運

用段階においても、繰り返しリスクを管理し、安全を担保する考え方が

主流となっていくと考えられる。

5）こうしたゴールについて、Ver.2報告書では、終局目標として個人の「幸福」や「自由」を据え、それを実現する中核的価
値としての「基本的人権」や「経済成長」、それらを支える「民主主義」や「サステナビリティ」、更に具体的目標としての

「プライバシー」や「公正競争」、「生命・身体の安全」等、様々な種類が階層性をもって存在していると指摘した。Ver.2
報告書3.1参照。
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　1.2で述べたように、ガバナンスとは、「社会」において「ゴール」を達

成するための仕組みであるが、「社会」と「ゴール」のいずれもが複雑

化・多様化し、相互に影響を与えながら絶えず変化していくSociety5.0

ゴール設定の難しさの例
● サイバー空間にデータが集積する現代において、「プライバシー」は、「本人の同意の有

無にかかわらず、パーソナルデータの客観的に適正な管理を求める権利」や「本人がプラ

イバシー情報の利用について実質的な同意を与えることができるように、適切な情報と

選択権を与えられる権利」のように、複数のアプローチから捉えられるべきであるが、こ

れが具体的にどのような内容まで含むかは、個人の価値観や社会の文化的背景によって

異なる。
●「持続可能性」は、硬直的な目標ではなく、ガバナンスの主体が常に環境を踏まえて具体

的な目標を定義し続ける必要がある。 
● 複数のゴールのバランスをどのように取るかが問題となるケースも多い。例えば、パーソ

ナルデータを利用したサービスについては、より緻密なデータを分析すれば、「サービス

の質」が向上してユーザーの便益が上昇するが、他方で「プライバシー」により大きなリス

クが及ぶ可能性がある。また、一つの事業者にデータが集中すれば、横断的かつ高度な

サービスが可能になり「利便性」が向上するが、当該事業者に圧倒的な地位が生じると

いう「公正競争」上の問題が生じ得る。

  2.2 伝統的なガバナンスモデルの限界

図1 伝統的なガバナンスモデルのイメージ

個人・
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　このように、Society5.0におけるゴールは、定量化が難しく、かつ、

技術の発展や価値観の変動と共に常にその内容や「許容できる／でき

ない」の境界も変化していくという極めて複雑な構造を有している。
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において、その両者を架橋するガバナンスは極めて困難となる。そうし

た中、伝統的な法規制・市場・民主的システムといったガバナンスの仕組

みは、以下のような限界に直面している。

  2.2.1 法規制によるガバナンス

　伝統的な法規制モデルとは、政府がビジネスモデルを業界ごとに区

切り、一律の詳細な行為義務を課し、監督をした上で、行為義務に違

反した者には制裁を科すというモデルであった。しかし、こうしたモデ

ルには、以下のような限界がある。

① ルール形成に関する課題
技術やビジネスモデルの変化が速く複雑で、伝統的な業界の壁も容

易に乗り越えられるSociety5.0においては、ビジネスモデル単位で

具体的な行為義務を定めることが困難であり、仮にそれを定めたと

しても、すぐに時代遅れとなってしまう。また、ゴールの多様化に伴

い、法目的を一律に定めることも難しくなってきている。

② モニタリングに関する課題
リアルタイムでセンサーから収集されたデータなど、モニタリングに必

要な様々な情報が取得できるようになっている反面、どのような手法

や指標を用いてモニタリングを行うかを一律に定めることが難しい。

③ エンフォースメントに関する課題
様々なシステムが相互運用され、相互に影響しあった結果として問

題が発生した場合や、AIなどの機械による自律的な判断によって事

故が生じた場合に、誰が責任を負うべきかについて明らかにするこ

とが難しい。

④ 法適用の地理的範囲に関する問題
国境を越えてつながっているサイバー空間を起点とする社会におい

ては、一国の政府がルールを定め、それを執行するだけでは、十分

に自国民の利益を保護することが難しい。

⑤ 法執行主体の組織に関する課題
Society5.0においては、複数の分野横断的な機能が組み合わさって
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提供されることが一般的である。例えば、MaaS（モビリティ・アズ・ア・

サービス）を実装するためには、交通だけでなく、電波・通信、決済、

プライバシーデータの利活用といった様々な機能が組み合わされる

必要があり、これらの統合的なガバナンスを、従来の縦割りの官庁

組織において迅速に実施することは難しい。

　このように、法規制によるガバナンスモデルが困難に直面している

背景には、Society5.0において、従来の産業の壁や国境を含めたあら

ゆる境界が相対化してきていることや、その上で官民の間での情報の

非対称性が拡大している（民間の方が圧倒的に多くの情報を有するよ

うになっている）ことが挙げられる。そのため、法規制やそれを所管する

官庁組織の中に、企業や個人・コミュニティといった民間の持つ情報を

幅広く取り込み、制度を横断的かつ迅速にアップデートすることができ

るような仕組みが求められる。

  2.2.2 市場メカニズムによるガバナンス

　法規制だけではなく、市場メカニズムを通じたガバナンスも、特に企

業の行動を規律づけする上では重要なガバナンスメカニズムの一つで

ある。消費者や購入者等の需要者から評価される製品やサービスを提

供することができなければ、その企業の売り上げは落ち込み、ひいては

企業の存続が危うくなる。そのため企業側は、より需要者の望む製品

やサービスを提供できるよう、研究開発や販売戦略を工夫することに

なる。これが市場メカニズムを通じたガバナンスの基本形である。

　しかし、このガバナンスが常にうまく機能するとは限らない。特に

Society5.0の世界においては、需要者が適切な判断をするだけの十分

な情報や知見を得ることができるのかという課題が生じる。例えば、ユ

ーザーにとっては、自らの提供するデータがどのような方法で処理され

ているか、自らに提供されるサービスがどのような品質であるか、とい

ったことを判断することは難しい（ただし、昨今の市場では、点数によ

るレーティングや、感想を述べるレビューがサービスとして提供されて

いる。それらの点数や感想は、消費者と商品の間にある情報の非対称

性を、一定程度、解消する。）。

　また、提供する企業側に大きな交渉力があると、需要者側には選択

肢がなくなってしまうという、競争政策的な課題もある。例えば、圧倒

的な顧客接点とデータ量を持つ一部の企業が、ユーザーの選択肢の内
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容（SNSや地図アプリを利用する際にどのような個人情報を提供するか

等）や、企業が事業活動において有する選択肢の内容（例えば、インタ

ーネット広告を出稿する際に、どのような媒体に対してどのような対価

を支払うか。）を一方的に規定する問題等も指摘されている。

  2.2.3 個人・コミュニティによるガバナンス

　Society5.0におけるガバナンスの終局的な目的に、一人ひとりの幸

福や自由の増大が含まれることからすれば、政府や企業のガバナンス

に個人やコミュニティが参加できることは有用であり、さらには不可欠

な場合もあると考えられる。

　しかし、政治的決定については、個人やコミュニティが選挙における

投票以上に政策決定に関与できる機会は限られている。また、行政に

対しては、パブリックコメントを通じた意見提出や行政文書の開示請

求を通じた行政過程の評価などが可能であるが、それが実際の行政実

務に与える影響は、これまでは十分でなかった。

　また、企業のガバナンスについても、株主として影響力を行使するこ

とや、消費者として商品・サービスの購買判断をするなどの関わり方が

あるものの、いずれも通常の個人が行使できる影響力には限りがある。

もっとも、昨今では、これらの伝統的な関与の方法とは別に、SNSやレ

ビューを通じて個人がサービスの評価に参加することが可能になって

いる場合が多い。ただし、SNSやレビューサイトでは、サービスを利用

しない者も評価でき、またネット炎上にも加担できるのが通常である。

かつて企業は利用者の声を気にかければよかったが、昨今では非利用

者の声をも気にかける必要がある。すなわち、オンラインでの言論を通

じて、利用者だけでなく、非利用者も一定程度、企業のガバナンスに

影響する主体となっている。

　Society5.0において個人やコミュニティがガバナンスに関与するにあ

たっては、政府・企業との非対称性に加えて、その際に参照できる判断

材料についても、慎重な配慮が必要である。通常個々人が触れて判断

の基礎にできる情報は、何らかの方法によって選別された情報である

が、デジタル空間で提供される情報の中には、個人の嗜好に合わせた、

いわゆるフィルターバブルによって選別された情報や、クリック数を稼

ぐために事実を誇張したり一方的な見解のみを述べたりした情報が含

まれる可能性がある。また、情報の発信者が多様化していることから、

誤った情報や断片的な情報に基づいて社会的非難が発動されるケース
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も少なくない。

　こうした状況において、個人やコミュニティがより実質的に政府や企

業のガバナンスに関与できる仕組みや、その前提として適切な情報に

触れられる仕組みの必要性が増している。それらは、個人やコミュニテ

ィによる能動的な意思表示や発言・投票などの行為によることを前提に

した上で、それを改善したり適切にコーディネートしたりすることを目指

すものと、対象の状態を適切に観察することによってガバナンスへのフ

ィードバックを得ようとするものとに大別することができる。前者につい

ては、例えば政治において投票システムの改善によって民意のより適

切な把握を目指すもの（集合的選択理論）、むしろ個人やコミュニティ

が適切な情報に触れられるよう意思表示前の熟慮や議論の過程を改

善することを試みるもの（熟議民主主義）、市場の経済活動において需

給のより適切なマッチングを目指すもの（マーケットデザイン）などが挙

げられる。後者としては、ユーザーエクスペリエンスの分析を通じてイ

ンターフェースの改善を試みるような工学的手法が存在する。

　以上のように、Society4.0以前の社会を前提とした法規制、市場メ

カニズム、個人・コミュニティの参加に関するガバナンスシステムは、

Society5.0の時代において様々な限界に直面する。こうした限界を乗り

越え、イノベーティブな社会を実現するためには、既存の法律、市場、

民主的システムの在り方を大胆に見直すべきであると考えられる。

　ガバナンス・イノベーション報告書では、そうした新たなガバナンスモ

デルを検討し、結論として、以下3つの要素から成るガバナンスモデル

を提唱した。

　① 主体:マルチステークホルダー

　② 手順:アジャイル

　③ 構造:マルチレイヤー

　本報告書では、このような３つの特徴を備えたガバナンスモデルを、

「アジャイル・ガバナンス・モデル」と呼ぶ。以下、これらの特徴について

順に説明する。

目指すガバナンスモデル ― アジャイル・ガバナンス・モデル
3



15

  3.1  主体：マルチステークホルダー

　社会の変化の加速と複雑化に伴う情報の非対称性の増大や、価値

観の多様化を考えると、企業、政府、個人・コミュニティといった様々な

ステークホルダーが、それぞれの持つ情報と価値観の下に自主的なガ

バナンスを行いつつ、透明性と対話を通じて他のステークホルダーとの

間での信頼を醸成する、協働的なガバナンスを行っていくことが重要で

あると考えられる。そこでは、各ステークホルダーに、以下のような役

割が求められる。

図2 アジャイル・ガバナンス・モデルの全体像のイメージ

図3 各ステークホルダーの役割

企業
●ルールの遵守者から設計者へ
●ガバナンスシステムの構築と
　アカウンタビリティの確保

●消極的な
　受益者から
　積極的な参加者へ
●ネットワークの力を
　活用し多様な
　価値観を反映

●ルールの設計者から
　ファシリテーターへ
●監督・執行への
　協力インセンティブの
　付与

ルール形成と
認証・執行

アカウン
タビリティの
確保と評価

対話に基づく
ガバナンスの
設計・運用

情報公開と
熟議民主主義
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民・官

官・民
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モビリティ

機能別連携基盤（共通システム）
機能別ルール（法規制、標準）

連携基盤
（ID、ベースレジストリ、オープンデータ、クラウド、決済基盤等のシステム）

一般ルール
（情報開示、競争、プライバシー、セキュリティ、倫理等の法規制・標準）

ヘルスケア 金融 エネルギー 公共
サービス

②アジャイルなプロセス

政府コミュニティ・個人
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① 企業
マルチステークホルダー型のガバナンスモデルにおいて、中心的な

役割を担うのは、サービスや商品の提供を通じて価値創出に貢献し

ている企業である。企業には、自らのミッション・ビジョン・バリューな

どを定義した上で、ルール形成やモニタリング、問題解決等に積極

的に関与すると共に、ステークホルダーに対して自らのガバナンスを

説明し、対話を通じてアカウンタビリティを尽くすことが求められる。

② 政府
政府は、ルール形成やモニタリング、執行等を一手に担うモデルか

ら脱却し、企業をはじめとするステークホルダーが適切なルール形

成を行うよう、関係者を集めて議論を促進したり、企業が適切なモ

ニタリングや情報提供を行うようなインセンティブ付けを行ったりす

るファシリテーターの役割を求められるようになる。また、サイバー

空間のインフラにあたる、信頼の基盤（3.3参照）を構築することも政

府の重要な役割である。

③ 個人・コミュニティ
個人やコミュニティは、消極的な受益者にとどまらず、ガバナンスの

参加者として、社会に向けて積極的に自らの価値観や評価を発信す

ることで、民主主義の実質化に資することが期待される。そのために、

自ら積極的に質の高い情報に触れると共に、様々な価値の相互関係

を理解した上で広い視野に基づく意見形成を行うことが重要となる。

　ここに述べたのは各ステークホルダーの基本的な役割であって、実

務上のステークホルダーの連携の仕方には、様々な形があり得る。例

えば、政府自身がサービスの提供者となる場合には、政府自身に②で

述べたようなコミットメントが求められる。また、マルチステークホルダ

ーの協働の在り方としては、企業・政府・個人などで相互に連携してガ

バナンスを行うことが求められる場面があるのはもちろんのこと、企業

間や政府の省庁間といった同一カテゴリー内のステークホルダー間で

連携してカバナンスを行うことが求められる場面もある。

  3.2  手順：アジャイル

　不確実性の増加する社会においては、事前に正しいルールや責任の
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所在を定めておくことが困難であるため、失敗を許容しつつ、社会全

体で継続的に学習し、ガバナンスの仕組みを迅速にアップデートし続

けることが求められる。そこで、Ver.2報告書では、以下のような二重サ

イクル（アジャイル・ガバナンス・サイクル）のモデルを提示した。

　ガバナンスの起点は、図の頂点にある「ゴール設定」、及びその前提

となる「環境・リスク分析」である。技術や社会の変化の速度が速い

Society5.0においては、あらかじめルールを詳細に記述するモデルでは

なく、様々な「ゴール」をステークホルダーで共有していくモデルが必

要となるためである。各ガバナンスの主体（公的主体であるか民間主体

であるかを問わない。）は、自らの達成すべき複数のゴールとそのバラ

ンスを、実現可能性も踏まえながら設定することを求められる。

　このような環境・リスク、ゴール、及び後述する現在のガバナンスへの

「評価」を踏まえて、次に、各ガバナンスの主体は、当該環境下でゴー

ルを達成するための「システムデザイン」を行う。ここでの「システム」

とは、技術（AI技術、暗号化技術等）、ルール（法律、企業の利用規約

等）、及び組織（モニタリング体制、紛争処理体制等）、並びにそれら

の相互間の作用などをも含む包括的なガバナンスシステムを意味する。

　デザインされたシステムを「運用」する段階においては、各ガバナン

スの主体が、ゴール、ガバナンスシステム、及びその運用状況について、

対外的に透明性を確保し、アカウンタビリティを尽くすことが求められ

る。デジタル社会におけるガバナンスは、マルチステークホルダーの水

平的な関係性の上に成り立つため、各主体が自身のガバナンスの在り

方を適切に開示することが極めて重要である。

　運用開始後は、図の内側と外側の２つのサイクルを回す必要がある。

内側のサイクルは、現在のシステムで当初設定したゴールが達成され

ているかどうかを「評価」し、不十分であればシステムを改善していくサ

図 4 
アジャイル・
ガバナンスの
サイクル

外部システムからの影響

ゴール設定

運用

環境・
リスク分析

システム
デザイン

評価

外部システムへの影響
（透明性・アカウンタビリティ）
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イクルである。この「システムデザイン→運用→評価」という小さなサイ

クルは、概ねPDCA（Plan-Do-Check-Act）に相当する。

　他方、外側のサイクルは、システムの運用開始後も、常に外部環境

やリスクの変化を分析し、必要に応じてゴールも見直すというサイクル

である。デジタル社会においては、環境やリスク、ゴールが常に変化し

ていくことから、一度分析したこれらの要素についても、継続的に見直

し続けることが必要である。なお、ここでいう環境やリスクには、規制

など社会的制度の変更も含まれる。

　このように、アジャイル・ガバナンスのモデルとは、PDCAを内包しつ

つも、その前提となる環境分析やゴール設定を常に見直しつづけると

共に、外部に対する透明性やアカウンタビリティを確保するモデルであ

るといえる。

  3. 3  構造：マルチレイヤー

　上記のようなマルチステークホルダーによるアジャイルなガバナンス

を実現するためには、個々の主体が行うガバナンスを、都度調査しなく

ても信頼できるような仕組みが必要である。そのために、様々な機能の

重要な結節点に、信頼の基盤（トラストアンカー）を設置することが望ま

しい。

　このことは、Society5.0のサービスにおける構造とも密接に関係して

いる。Society5.0においては、独立して機能する複数のシステム同士が、

地理的制約や業界の壁を越えて動的に相互接続されていく（システム・

オブ・システムズ）。例えば、鉄道、バス、タクシー等のモーダル間の連

携を行うMaaS（モビリティ・アズ・ア・サービス）は、大まかに分類するだ

けでも、①身元確認、②マッチング、③決済といった複数の横断的な

機能の上に、運行という個別のサービスが接続されることで成立する。

さらに、これをスマートシティの文脈にまで拡張すると、エネルギーや医

療など他の事業分野との連携も求められることになる。

　こうした様々なレイヤーの重要な機能について、信頼の基盤が構築

され、そこに接続する主体に一定の認証などが与えられることで、拡張

性を持つ分散型のガバナンスが可能になると考えられる。そして、この

ような信頼の基盤をマルチステークホルダーで協調的に構築していくこ

とによってこそ、個々の主 体の利 益が最 大 化されるというのが、

Society5.0の特徴である。
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デジタル庁による公的な信頼基盤の整備

アジャイル・ガバナンスを先行して導入することが重要と考えられる分野

● 2021年12月24日に閣議決定された「デジタル社会の実現に向けた重点計画」によれば、

データの流通・連携を促進するため、政府は今後、①データ連携や検索性向上のための

ID/カタログ/コードの整備、②ベース・レジストリ（公的機関等が保有し、様々な場面で参

照される、人、法人、土地、建物、資格等の社会の基本データ）をはじめとする重要デー

タの整備、③これらのデータをサステナブルに管理するためのデータマネジメントの強化、

及び④オープンデータの推進、といった取組を進めていくこととしている。 
● さらに、同重点計画では、医療、教育、防災、モビリティ、農業、契約・決済等の準公共

分野において、分野におけるデータ連携を進めることとされており、契約・決済分野及び

モビリティのうち自律移動ロボット分野は、デジタルアーキテクチャ・デザインセンターに

おいてアーキテクチャ設計することとされている。

　自動走行は、車メーカが製造した自動走行車に搭載するAIソフトに加えて、オンラインの

リアルタイム更新されるダイナミックロードマップや、道路側に設置される情報提供装置

（管理者は道路管理者）、ODD（Operational Design Domain（運行設計領域））設定、さら

に道路交通法や刑法といった法規など、多岐にわたるシステムの下で運用されるため、「マ

ルチステークホルダー」のアプローチが求められる。また、実際の運用においては予測しき

れない問題も起こるであろうから、「アジャイル」な手順でのマネジメントが不可欠な領域で

ある。さらに、例えば決済やIDの機能については、社会全体で共通の基盤を用いるという

「マルチレイヤー」のアプローチが効率的かつ効果的であろう。 今後、移動手段におけるシ

ェアリングエコノミーの浸透や、宅配ドローンや空飛ぶクルマの参入などを考えると、日本

全体の新たな交通システムをシステム・オブ・システムズとして構築する必要が生じ、その際

には一層アジャイル・ガバナンスの適用が重要となる。
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4  アジャイル・ガバナンスの実践プロセス                     21

 4.1 ゴール設定                     21

                      アジャイル・ガバナンスの階層性と通時的展開                         21

 4.2 ガバナンスの全体像のデザイン（ガバナンス・オブ・ガバナンス）                     23

                      ガバナンス・オブ・ガバナンス                        23

 4.3 個別具体的なガバナンスシステムのデザイン                     24

  4.3.1 技術によるガバナンス                     24

                      技術的手法によってガバナンスを行う例 ： ブロックチェーン                         25

  4.3.2 ルールによるガバナンス                     25

                      ガバナンスに関連する標準・評価制度の例                         26

                      デジタル資産及びデータ利用権限に関する検討                        26

  4.3.3   組織のデザイン                     27

                      政府における横断的組織の例                        28

                           官民連携組織の例                       28

                           心理的安全性                       29

 4.4  各ステークホルダーによるガバナンスシステムの運用                    30

 4.5  評価と学習                    31

                           事後検証を可能とする情報ハブの設置                       32

      デジタルプラットフォーム透明化法におけるマルチステークホルダーの評価            33

 4.6  環境・リスクの再分析とゴールの再設定                    33

       情報セキュリティマネジメントに関する国際標準におけるリスクやゴールの再評価         33

第一部では、アジャイル・ガバナンスの理念的な全体像を示した。これを受け、第二部で

は、アジャイル・ガバナンスの実践に向けたプロセスを整理する。

アジャイル・ガバナンスの
実践プロセス

第 二 部
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　前章で示したとおり、アジャイル・ガバナンスは、マルチステークホル

ダーによりマルチレイヤーの仕組みを通じてアジャイルに実施されるた

め、そのプロセスを単純化して説明することは難しい。本章では、便宜

上、3.2で説明したアジャイル・ガバナンスのサイクルに基づいてプロセ

スを説明するが6、そこで出てくる各プロセスは、マルチステークホルダ

ー（3.1）やマルチレイヤー（3.3）というアジャイル・ガバナンスの他の特徴

を踏まえて理解される必要がある。すなわち、以下の各プロセスを実施

するのは、政府、企業、個人・コミュニティ、そしてこれらが相互に連携

してプラットフォームなどを運営していく場合における運営参加者（以

下本章において「連携基盤運営者」という。）など幅広い主体であり、

これらの主体が同時並行的かつ多層的にアジャイル・ガバナンスのサイ

クルを回していくことが、Society5.0のガバナンスとしてあるべき姿である。

アジャイル・ガバナンスの実践プロセス
4

図5 
第４章の構成

外部システムからの影響

ゴール設定

運用

環境・
リスク分析

システム
デザイン

評価

外部システムへの影響
（透明性・アカウンタビリティ）
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  4.1  ゴール設定

　アジャイル・ガバナンスの起点となるのは、ゴール設定である。すなわ

ち、政府、企業、個人・コミュニティ、連携基盤運営者等を含むガバナ

ンスの主体は、ガバナンスの対象となる価値形成モデルの転換を伴う

技術やビジネスモデル（以下本章において「イノベーション」という。詳

6）なお、実際にアジャイル・ガバナンスを実践する際には、本章で示す順序に従って順に検討が進むというより、各プロセ
ス（例えば、ゴール設定とシステムデザイン）を行ったり来たりして徐々にガバナンスの全体像がクリアになっていくという
場面が多いであろう。
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細については、1.1を参照。）について、以下のような項目を検討するこ

とが必要である。

① ステークホルダーの画定
イノベーションについて利害関係を有するステークホルダーは、多岐

にわたる。データ利活用ビジネスについていえば、例えば以下のよ

うな主体が考えられる。

例:データ提供者、データ処理者、サービス提供者、ハードウェア

メーカー、規制当局、ユーザー、保険会社 等

② イノベーションがステークホルダーにもたらすインパクトの抽出
正のインパクトの例:様々な社会課題の解決、ユーザーの利便性の

向上、生産活動の効率化 等

負のインパクトの例:プライバシーへのリスク、安全性へのリスク、環

境へのリスク 等

③ ②で抽出したインパクトの相互関係の整理及び最適なバランスの決定

　なお、こうしたゴールを設定するにあたっては、その前提となる環境

やリスクの分析が必要となるが、これについては4.6で述べる。

アジャイル・ガバナンスの階層性と通時的展開
　アジャイル・ガバナンスはマルチステークホルダーによるガバナンスシステムであるため、

関係するステークホルダーの範囲に応じて、そのゴールには階層性が生じ、また、その展開

する速度にも多様性が生じることになる。この意味で、アジャイル・ガバナンスとレガシーシ

ステムとは矛盾・対立する関係性ではなく、むしろ連続的な関係性に立つ。例えば、我が国

に生きる全ての人々がステークホルダーとなる高次のゴールの中には、憲法というガバナン

スシステムの根本的な基盤に支えられた価値が含まれている。このような高次の価値は、

多様なステークホルダーの熟議を通じて、極めて長い時間をかけて展開していくものとして

捉えられており、アジャイル・ガバナンスが社会実装されたとしても、急激に変化するもので

はない。アジャイル・ガバナンスの「俊敏さ」がより明瞭に発揮されるのは、むしろ、こうした

高次の価値をブレイクダウンして、現に実現しようとする階層であると思われる。そのよう

な階層においては、例えば、自律飛行ドローンシステムのような、実装しようとする具体的

なサービスとの関係で特定されるステークホルダーによって、アジャイル・ガバナンスのサイ

クルが短期間で回転させられ、人々の幸福という高次の価値が、どこに住んでいても必要

な物資にアクセスできるようになるといった形で、具体的に実現されることになる。ただし、

アジャイル・ガバナンスの社会実装により、個別具体的な現場での試行錯誤を通じて、限定
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  4.2  ガバナンスの全体像のデザイン（ガバナンス・オブ・ガバナンス）

　ゴールを設定した後は、そのゴールを達成するための最適なガバナ

ンスシステムの全体像を設計する必要がある。例えば、企業がどのよう

なリスク管理を行い、どのような点については法規制を定め、どの機能

についてインフラを構築するかといった、ガバナンス全体のアーキテク

チャ（構造）を整理することが求められる。これを、Ver.2報告書では、

「ガバナンス・オブ・ガバナンス」と呼んだ。

ガバナンス・オブ・ガバナンス
　ガバナンス・オブ・ガバナンスとは、直接的又は間接的に影響を及ぼしあう、階層化・分散

化された個々の自律的なガバナンスシステムを、歯車のように有機的に協調させることで、

複雑かつ巨大なシステムのガバナンスを創発させるガバナンスの方法論である。そこでは、

各主体によるガバナンス自体がガバナンスシステムの構成要素となって、相互作用しつつ

機能することで、より大きなガバナンスシステムが創発する。具体的には、ガバナンスの対

象となる製品・サービスの提供者自身が、当該製品・サービスによって生じ得る社会的利益

とリスクについて分析し、適切な費用便益分析に基づいて最適な措置を講じると共に、当

該措置を講じるにあたって、他のステークホルダーとも協調することを促す仕組みを設計す

ることにより、より大きな規模のガバナンスを実現するのである。この方法論は、システム

自体が構成要素となってより大きなシステムが構築されるシステム・オブ・システムズに生じ

るリスクを適切に管理し、その社会的利益を十分に享受することを目的とする。つまり、シ

ステム・オブ・システムズ（1.2.2参照）のアーキテクチャに対応する形で、自律分散型統治を

高度にコーディネーションさせるようにガバナンスシステムを設計することで、イノベーショ

ンとリスクとの最適なバランスをシステム全体として実現するのである 。 

　ガバナンス・オブ・ガバナンスの例として、例えば以下のようなモデルが考えられる。 

① 最終的に達成されるべきゴールの水準については、法律で規定する。 

② ゴールを具体的に達成するための方法については、企業の自主的な取組に委ねる。 

③ 上記の企業の行為を、市場参加者や個人・コミュニティが継続的に評価する。 

④  一定の協調領域については、官民連携によって、信頼の基盤となるインフラを構築する。 

　もっとも、これはあくまでも一例であり、例えば原子力発電所のように事故発生時のリス

クが極めて高いシステムについては、詳細なルールまで法律で定めることも考えられる。 

されたステークホルダー間で形成・共有された価値が、より広いステークホルダー間でも共

有されることが現在より容易になると思われる。結果的に、局所的に形成された価値が、よ

り高次の価値の変更や追加へと発展していく事態は現在よりも頻繁に生じるだろう。すな

わち、階層性を持ちつつも、階層間が完全に分離するわけではなく、むしろ相互に影響し

合うことによって、通時的にみれば、人々の意志が統治システム全体へとより動態的に反

映されるようになるのである。
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  4.3  個別具体的なガバナンスシステムのデザイン

　ガバナンスの全体像が整理されたら、各要素の具体的な設計を行っ

ていく。以下では、①技術によるガバナンス、②ルールによるガバナン

ス、③組織のデザイン、という観点から、考慮要素を例示する。

  4.3.1  技術によるガバナンス

　技術が人々の意思決定や行動に決定的な影響を与えるSociety5.0の

ガバナンスにあたっては、技術によってどのようにリスクを抑えるかとい

う「バイ・デザイン」のアプローチが重要である。個別サービスに関する

技術設計は民間主体が主な担い手となるが、基盤となるインフラシス

テムについては、国や公的機関が設計・運用することも考えられる。

　また、法律ではなく、市場参加者に対する情報開示や実質的な選択権の確保を制度的

に保障することで、政策目的を実現することもあり得る。例えば、欧州や米国で検討が進ん

でいる民事法上の「修理する権利」は、公正な取引環境の整備という目的に加え、これを

通じて循環型社会への移行に向けたインセンティブを与えることも目的とするものであると考え

られる。

　ガバナンス・オブ・ガバナンスの設計にあたっては、個別の利害にとら

われずに、各主体の運用する技術・ルール及び組織によってどのような

目標達成が可能かを分析した上で、全体最適を可能とするコーディネ

ーションの実現を目指す必要がある。もっとも、中立的に検討すべきだ

からといって、常に政府が議論を主導しなければならないわけではな

い。民間主体の方がイノベーションに関する多くの情報を有しているこ

とを考えれば、新たな技術やビジネスモデルを提案する企業自身や、

関連する個人やコミュニティが、イノベーションの社会実装に向けたガ

バナンスの全体像の設計を積極的に主導し、政府はそうした取組に対

する評価を与えたり、ステークホルダーとして関与したりすることがより

重要になる。また、政府や民間主体においても、階層性や分散性が存

在することに鑑み、自律分散型統治をコーディネーションさせるための

様々な仕掛けを適切に用いることを通じて、社会全体としてイノベーシ

ョンとリスクとの最適なバランスを取り続けることができるよう、配慮し

なければならない。
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（１）イノベーションからもたらされるリスクを最小化するための技術的手法
例 :暗号化、分散台帳システム（ブロックチェーン）、端末処理、クラ

ウド化、リアルタイムデータ活用、AIによる異常発見等（1.2.3参照）

（２）信頼の起点となる基盤システムの整備
　公的な信頼が構築されるべき領域においては、3.3で述べたとお

り、社会全体の信頼の基盤となるシステムをマルチステークホルダ

ーで整備することが重要である。

  4.3.2 ルールによるガバナンス

　イノベーションをガバナンスするためには、ステークホルダー間で一

定の取り決め（ルール）が設定される必要がある。既存のルールによっ

て妥当な結論を導けない場合や、既存のルールがない場合に、ルール

を修正又は新たに設計するプロセスである。ルールの中には、企業や

連携基盤等が自主的に定める内規や第三者との間の契約、複数の主

体が取り決める標準、国家による強制力を伴う法令など、様々な階層

がある。どの階層でどのような取り決めを行うかは、ガバナンス・オブ・

ガバナンスの設計（4.2参照）の中で考える必要がある。

（１）サービス提供者による自主ルール
例:企業内のルール、業界団体ルール、政府内のルール 等

（２）サービス提供者とユーザーとの間でのルール
例:契約、利用規約、プライバシーポリシー 等

（３）標準と認証
　一定のガバナンス手法については、標準を策定したり、それに対

技術的手法によってガバナンスを行う例：ブロックチェーン
　ビットコインに代表される、パブリック・ブロックチェーンを用いた記録の分散管理は、全

体のインセンティブ設計が上手くできていれば、政府や企業といった組織の存亡に関わら

ず、維持され続ける。また、ブロックチェーン技術による、売買をプログラム上で執行するス

マート・コントラクトを用いると「商品を渡したが、お金を受け取れない」や「お金を渡したが、

商品を受け取れない」といった事態が発生しない。このように、ブロックチェーンは、ガバナ

ンスを担う組織を必要としない、技術的手法によるガバナンスの一例であるといえる。
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デジタル資産及びデータ利用権限に関する検討
　日本では、Society5.0における民事・刑事のルールの整備として、以下のような検討が行

して第三者が認証を与えたりすることでトラストを確保することも考

えられる。

（４）法規制・制裁
　法規制や制裁制度の役割として、事業者に具体的な行為義務や

禁止義務を課すのみではなく、ガバナンスにコミットすることへのイ

ンセンティブを与えることも重要となる。その具体的な設計の在り

方については、6.1参照。

（５）実体法上のルール
　民事上の取引ルールや責任・制裁に関するルールを適切に設計す

ることで、取引の参加者の安全を保護して社会的な価値の創出を

促したり、サービス提供主体に適切なガバナンスを実施するようイ

ンセンティブ付けたりすることができる。

例:デジタル資産の保護、データの利用権限、不正利用に対する

保護、民事責任に関する整理 等

ガバナンスに関連する標準・評価制度の例
● リーガルリスクマネジメント（ISO31022:2020）7 

国際標準化機構（ISO）により2020年5月に発効された世界初の「リーガルリスクマネジメ

ント」に特化した国際標準であり、リーガルリスクのマネジメントに関する「体系的かつ一

貫性のあるアプローチ」を提供する。本標準は、汎用的なリスクマネジメントの枠組みで

あるISO31000:2018（JIS Q 31000:2019）と整合している。 
● 政府情報システムのためのセキュリティ評価制度（ISMAP）8 

政府機関等が求めるセキュリティ要求事項を満たしていることが確認されたクラウドサー

ビスについて、クラウドサービスリストに登録する制度。政府機関等がクラウドサービス

を調達する場合は、クラウドサービスリストに登録されたサービスから調達することを原

則としている。セキュリティの評価プロセスにあたっては、情報セキュリティ監査の枠組み

を活用している。本制度において監査を行うことができる監査機関は、あらかじめ本制度

で定める要求事項を満たすことが確認され、本制度が公表する監査機関リストに登録さ

れた機関である。

7）https://webdesk.jsa.or.jp/books/W11M0090/index/?bunsyo_id=ISO+31022%3A2020 
8）https://www.ismap.go.jp/csm
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9）情報通信技術の進展に伴う金融取引の多様化に対応するための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律参
照。 （平成31年3月15日提出、令和元年5月31日成立）https://www.fsa.go.jp/common/diet/198/02/gaiyou.pdf 
10）産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律（令和3年法律第70号）における特例が創設されている。 
https://www.meti.go.jp/policy/jigyou_saisei/kyousouryoku_kyouka/shinjigyo-kaitakuseidosuishin/saikenjoto.html 
11）https://www.digital.go.jp/meeting/posts/3zmv1HyO 
12）https://www.weforum.org/agenda/2022/01/data-trading-stock-exchange/ 
13）不正競争防止法平成30年改正の概要（限定提供データ、技術的制限手段等）経済産業省知的財産政策室
https://www.meti.go.jp/policy/economy/chizai/chiteki/H30nen_fukyohoshosai.pdf 
14）デジタル庁「デジタル時代の構造改革と デジタル原則の方向性について」（2021年12月）4頁。
https://cio.go.jp/sites/default/files/uploads/documents/digital/20211222_meeting_extraordinary_administrative_
research_committee_01.pdf 
15）規制改革推進会議「デジタル時代の刑事法の在り方」（令和3年5月18日） 
https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/opinion/210518honkaigi02.pdf

  4.3.3 組織のデザイン

　これまでに述べたような技術やルールによるアジャイルなガバナンス

を行うためには、それらを適切に機能させることができる組織設計を行

う必要がある。

（１）企業の組織
　企業がアジャイル・ガバナンスの中心的な担い手としての役割を

果たすためには、企業の組織が変化する必要がある。とりわけ、法

令等のルール及びリーガルリスクに精通すべき法務・コンプライアン

ス部門には、経営陣や事業部門（商品・サービスを生み出すチーム

を含む。）との連携を一層強固にし、企業を「ルールの設計者」へと

われている。 
● デジタル資産の保護に関する法整備として、金融規制では電子記録移転権利（STOトー

クン）や暗号資産などが金融規制法で定義されたほか9、サンドボックス制度において、

一定の要件を満たすブロックチェーン等に記録を行う場合などの第三者対抗要件具備の

制度が設けられ、本格的な議論に向けた実験的制度の整備から進められている10。 
● データ利用に関して、デジタル庁のプラットフォームにおけるデータ取扱いルールの実装

に関するサブワーキンググループ11では、アジャイル・ガバナンスを採用した形でのデータ

取扱いルールの整理の議論が行われた。また、世界経済フォーラム第四次産業革命日本

センターでは、データ社会推進会議などの参加も得てプラットフォームにおけるデータ利

用権限の標準化なども意識した議論12がされている。また、不正競争防止法の改正によ

り、「限定提供データ」について、不正取得・不正使用等に対する保護が与えられた13。 
● システムやAIの活動に関係する利用者の権利の整備や、損害の賠償に関する制度整備に

ついては、デジタル臨時行政調査会が示したデジタル原則（5.1.3参照）において、保険制

度などとも組み合わせた法的責任制度の整備を行うことが目指されている14。 
● 規制改革推進会議において、デジタル時代の刑事法の在り方に関する議論がなされ、刑

事法とイノベーション、現代的な体系の整理、執行などの論点が提起された15。
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（３）官民連携組織
　アジャイル・ガバナンスの実現には、官・民それぞれのプレイヤー

が専門性や強みを発揮すると同時に、共通目的に向かい協働可能

な場や組織を設計することが鍵となる。その際、参加企業への訴求

力と全体最適のバランスから協調領域を設計し、プロジェクトの推

進態勢を整備する必要がある。

官民連携組織の例
● 世界経済フォーラム、経済産業省、及びアジア・パシフィック・イニシアチブの三者は、

2018年に、世界経済フォーラム第四次産業革命日本センターを設立した。同センターで

進化させる働きが期待される。法務部門は、契約書審査を提供す

れば足りるのではなく、「経営法務・予防法務」を実現する組織体

制及び法務技術の重要性が一層高まるだろう16。例えば、リーガル

リスクを特定・分析・評価した上で、リーガルリスクに対応できる

（ISO31022参照）組織デザインが、アジャイル・ガバナンスの実践に

も資すると考えられる。

（２）政府の組織
　社会構造が複雑化し、目指すべきゴールやゴール相互間のバラ

ンスが常に変化していくSociety5.0においては、産業分野ごとや法

目的ごとの組織だけではなく、それら全体の相互関係とバランスを

設計し、政策に反映させていくような組織が求められる。

政府における横断的組織の例
　産業分野横断的かつ様々な価値観の考慮が求められる政策分野として、公正競争の実

現がある。日本政府は、2019年に、グローバルで変化が激しいデジタル市場における競争

やイノベーションを促進するため、競争政策の迅速かつ効果的な実施を目的として、内閣に、

デジタル市場の評価並びに競争政策の企画及び立案並びに国内外の関係機関との総合

調整を担うデジタル市場競争本部を設置した。プライバシーやセキュリティの確保等の利

益も踏まえて分野横断かつ省庁横断的にデジタル市場における競争政策を検討するため、

同本部の下には、法学、経済学、情報工学、システム論等の専門家により構成される会議

体が設置され、事務局についても、公正取引委員会事務総局、デジタル関係の政策を担当

する経済産業省、総務省などの知見のある行政官により構成されている。

16）経済産業省「経営者が法務機能を使いこなすための７つの行動指針（令和元年11 月19日）」参照。
https://www.meti.go.jp/press/2019/11/20191119002/20191119002-3.pdf
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　以上、技術・ルール・組織という観点から、ガバナンスシステムのデザ

インについて述べてきたが、実際は、これらが独立して存在するもので

はなく、組み合わせて一体的なガバナンスメカニズムを構成するもので

ある。

心理的安全性
　このような観点から、近時、心理的安全性という概念が注目されている17。心理的安全

性とは、組織やチームにおいて、意見を述べることによって上司からの評価が下がるとか、

報復を受けるといった不安（いわゆる対人関係のリスク）を恐れることなく、率直に意見を

述べることができる状態のことをいう。心理的安全性を確保することは、急速に変化する社

会環境やビジネス環境の中でタイムリーに実態を把握し、リスク管理やガバナンスの仕組み

を柔軟かつ機動的に運用する観点から重要であるだけでなく、失敗を恐れず、柔軟な発想

で積極的に意見を共有する土壌を築くという意味で、イノベーションを促進する観点からも

極めて重要である。

（４）組織の環境整備
　Society5.0における実効的なガバナンスの手法としてアジャイル・

ガバナンスを実践するにあたっては、その大前提として、企業をは

じめとする組織やチームにおいて、その構成員のエンゲージメント

を確保し、率直に意見や体験を共有したり、問題提起を行ったりす

ることができる環境を作り出す必要がある。

17）心理的安全性に関する詳細については、エイミー・C・エドモンドソン著「恐れのない組織－『心理的安全性』が学習・イノ
ベーション・成長をもたらす」参照。

は、アジャイル・ガバナンス、データ、スマートシティ、ヘルスケア、モビリティなど様々な領

域でのテクノロジー・ガバナンス構築に向けた活動を、マルチステークホルダーによりマル

チレイヤーの仕組みを通して推進している。 
● デジタルプラットフォームを利用して行われる取引の適正化及び紛争解決の促進に向け

て、2021年5月に「取引デジタルプラットフォームを利用する消費者の利益の保護に関す

る法律」が公布された。同法では「取引デジタルプラットフォーム官民協議会」を組織する

ことが定められており、同協議会の立ち上げに向けて、2021年11月から「取引デジタルプ

ラットフォーム官民協議会準備会」が開催されている。同準備会には、取引デジタルプラ

ットフォーム提供者を構成員とする団体、消費者団体、関係行政機関等のマルチステー

クホルダーが参加し、取引デジタルプラットフォーム提供者が講ずべき措置等に係る指針

等のほか、取引デジタルプラットフォーム官民協議会の円滑な立ち上げに向けた同協議

会の運営の方法等に関する検討が進められている。
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  4.4  各ステークホルダーによるガバナンスシステムの運用

　具体的なガバナンスの全体像が構想された後は、そこでの役割に基

づいて、各主体が技術やルールを実装していくことが求められる。その

際、以下の点を実践することが重要である。

（１）モニタリング
　ガバナンスの主体は、ガバナンスの対象となるシステムのリスク

状況などについて、自らの責任でモニタリングを行うことが期待さ

れる。

　モニタリングに活用しうる技術は、近年急速に進歩している。昨

今では、センサーやカメラ等のデバイスによるデータ取得や、あら

ゆるモノをネットワークにつなげるIoT（Internet of Things）の推進に

よって、従来は断片的しにか取得できなかったデータが、リアルタイ

ムに取得できるようになってきている。ガバナンスの主体は、従来

のような人間のみによるモニタリングではなく、こうしたリアルタイ

ムデータを活用することで、より効率的かつ精緻なモニタリングを

行うことを検討すべきである。

　さらに、モニタリングの結果を記録しておくことで、問題発生時

に検証可能な証拠を参照することができ、今後のガバナンスのアッ

プデートにつなげることができる。

（２）ステークホルダーに対する開示と対話
　分散型のアジャイル・ガバナンスを実践するためには、各ガバナン

スの主体が、ステークホルダーに対してガバナンスに関する適切な

量と質の情報を開示し、双方向的なコミュニケーションを続けてい

くことが不可欠である。その際は、とりわけ以下の点に留意するこ

とが重要である。

① どのような情報を誰に開示すべきか（例：アルゴリズム）

② データガバナンス、プライバシー、知的財産権、営業秘密等との

バランス

③ 対話の質（例：プライバシーポリシーへの実質的同意の確保）

④ ステークホルダーによる合意形成の方法

⑤ 同意の有無にかかわらず確保すべき価値
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（３）救済手段の確保
　不確実な社会を前提とするアジャイル・ガバナンスにおいては、被

害を受けたステークホルダーに対する救済手段の確保が従来以上

に重要となる。そのため、ガバナンスの主体は、被害者に対する迅

速かつ公正な救済の道を確保すべく、以下のような紛争解決手続

へのアクセスを提供すべきである。これらの紛争解決手続は、アク

セス向上の観点から、オンラインの形で提供されることが望ましい

（ODR: Online Dispute Resolution）。

①サービス提供者による苦情処理

②中立な第三者による裁判外紛争解決（ADR）

③司法的救済（裁判所）

　さらに、被害者の迅速な救済を可能とするため、ステークホルダ

ーと共に、責任制度や保険の仕組みの整備について検討すること

も重要である。

  4.5  評価と学習

　アジャイル・ガバナンスのポイントの一つは、ガバナンスシステムの運用

の結果を評価し、それを迅速にアップデートにつなげることである。その

ため、ガバナンスの結果を当初設定したゴール（4.1参照）に照らし合わせ、

マルチステークホルダーでその評価を行っていくことが不可欠である。

（１）評価手法の決定
　ガバナンスシステムの評価手法については、以下の項目について

マルチステークホルダーで理解・議論することを通じて、協創・決定

されるべきである。

① トラストの空白域がどこなのか。

　 例:情報の信頼性、プロセスの信頼性 等

② どの程度の強さのトラストが必要とされるのか。

　 例:自己言明、相互確認、第三者による評価 等

③ そのトラストを確保するためにどのような手法・アプローチが適切

なのか。

　様々な保証水準を提供する仕組みを作ることに加えて、ステ
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（２）評価基準の決定
　イノベーションが加速し、求められるトラストの領域や強さがステー

クホルダーにより異なり、また、時々刻々と変化する環境下において

は、プライバシーや持続可能性などのゴールを、画一的に定量化す

ることは現実的ではないため、どのように評価するかを工夫・検討す

る必要がある。国・地域、環境等により、ソフトローからハードローま

で評価基準の形態には多様性があるが、以下の点は特に重要である。

① 評価基準が、設定されたゴールの達成度を適切に反映するもの

であること。

② 評価の対象となる行為の実施基準が明確であること。

③ 評価範囲・主体・方法・時期及び結果についての開示基準が明確

であること。

④ 評価基準に対する意見を常に受け入れ、必要に応じて迅速に

基準を見直すことができること。

⑤ 以上のプロセスについて、ステークホルダーの関与を得ること。

（３）ガバナンスの問題点の迅速なアップデート
　識別されたガバナンスの問題点については、問題点の指摘のみ

ークホルダーからの申告・通報を確保することも想定される。単

独の手法・アプローチを実行するにとどまらず、個々の手法・アプ

ローチを組み合わせる余地も大きい。

例：自主チェック、ピアレビュー、内部監査、外部監査、第三者

による認証、第三者による格付、専門有識者、ユーザーから

の申告、内部・外部通報 等

事後検証を可能とする情報ハブの設置
　事故やヒヤリハット情報の蓄積・共有を通じ、適時にガバナンスシステム全体の評価につ

なげるために、ガバナンスの運営状況について信頼できるデータを一か所に集約して共有で

きる仕組みを導入すること（データの「コモンズ」化）が重要である。その際は、各ステークホ

ルダーのインセンティブを踏まえて、データ共有の仕組みを設計することになる。 例えば、サ

ービス提供者に保険加入を求めると共に、各保険会社が製品・サービスの事故発生に関する

データを集約して共有することで、効果的なモニタリングを実現すると共に、事故時の被害

者救済の確実化や、事業者の過剰なリスク回避措置の防止を図ることが考えられる。 また、

第三者認証機関を設置し、認証基準及び認証に関する手続を整備し、データや情報の共有

を認証の要件とすることで、認証機関を情報のハブとして機能させることも考えられる。
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ならず、その影響の範囲や解決の主体・方法についても、マルチス

テークホルダーが理解・議論し、共有し、解決に向けた協創を行う

ことが重要である。

デジタルプラットフォーム透明化法におけるマルチステークホルダーの評価

情報セキュリティマネジメントに関する国際標準におけるリスクやゴールの再評価

　2021年に施行された「特定デジタルプラットフォームの透明性及び公正性の向上に関す

る法律」は、規制対象である特定デジタルプラットフォーム提供者に対し、取引条件等の情

報の開示及び自主的な手続・体制の整備を行い、実施した措置や事業の概要について、毎

年度、自己評価を付した報告書を提出することを義務付けている。経済産業大臣は、取引

先事業者や消費者、学識者等の意見も聴取しながら、報告書に基づいてプラットフォーム

の運営状況のレビューを行い、その評価の結果を公表することとされている。当該評価の

結果を踏まえ、特定デジタルプラットフォーム提供者は、自らの運営するプラットフォームの

透明性及び公正性の自主的な向上に努めることが義務付けられている。こうした取組は、

公正な取引環境の実現に向けたデジタルプラットフォーム事業者におけるアジャイル・ガバ

ナンスのサイクルの実施を後押しするだけでなく、政省令や指針の継続的な見直しにつなが

るという意味で、政府におけるアジャイル・ガバナンスの実践にも資するものであるといえる。

　ISO 27001は、情報セキュリティマネジメントシステム（ISMS）を確立し、実施し、維持し、

継続的に改善するための国際標準規格である。ISMSでは、定期的にリスクアセスメントを

実施し、マネジメントシステムをレビューしなければならず、このレビューには、ISMSに関連

する外部及び内部の課題の変化を考慮する必要がある。情報セキュリティの目的それ自体

においても、適用される情報セキュリティ要求事項並びにリスクアセスメント及びリスク対

応の結果を考慮に入れ、必要に応じて、更新する必要がある。このように、常に外部環境

の変化やリスク対応の結果を考慮してガバナンスをアップデートしていくプロセスは、アジ

ャイル・ガバナンスのサイクルと同様の仕組みであるといえる。

   4.6  環境・リスクの再分析とゴールの再設定

　2.1で述べたとおり、Society5.0は環境・リスク及びゴールが、技術と

の関係で急速に変化していく社会である。そのため、4.1のプロセスで

検討したゴール自体や、その前提となる環境やリスクについて、定期的

に又は状況の変化に応じて再度見直しを行う必要がある。なお、ここ

でいう環境やリスクには、規制など制度の変更も含まれる。こうした変

化について、ステークホルダー間で迅速に共有され、迅速にガバナン

スシステムの再検討につなげていくことが望ましい。
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　以上のようなアジャイル・ガバナンスのプロセスを実践するためには、

マルチステークホルダー間でゴール設定やシステムデザイン、評価等

に関する連携が必要となる。以下では、政府と企業によるガバナンス

に、それぞれ関連するステークホルダーが関与できるようにするための

仕組みの例を挙げる。

ステークホルダー間の連携体制の構築
5

  5.1  政府の政策決定への参加機会の確保

  5.1.1 データへのアクセス

　政府の政策決定に個人・コミュニティが関与する前提として、各人が

より多くの正確な情報にアクセスできるようにすることが重要である。

そのため、いわゆるオープンデータ（一定のルールの範囲内で、誰でも

自由に二次利用が可能な信頼できるデータ）の促進を政府がリードする

ことが重要である。

政府によるオープンデータの取組
　平成28年の官民データ活用推進基本法の制定により、国及び地方公共団体のオープン

データに関する取組が加速している。現在、デジタル庁が整備・運営する情報ポータルサイト

「データカタログサイト18」が公開され、誰でも自由に利用可能な公共データやその活用事

例などが集約されている。また、行政機関が保有するデータの棚卸が行われ、利用可能な

公共データの一覧が公表されているほか、地方公共団体のオープンデータの整備を促進す

るための支援なども行われている。

  5.1.2  規制の設計への関与

　いかなる規制も、制定時点での社会状況を前提としているものであ

るが、そのような規制によってイノベーションが妨げられないよう、イノ

ベーションを起こそうとする者と規制当局との間で、規制の在り方につ

いて対話の機会を設けることが非常に重要である。現在、日本では、

以下のような制度が用意されている。

18）https://www.data.go.jp/
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① 規制のサンドボックス
産業競争力強化法に基づき、IoT、ブロックチェーン、ロボット等の

新たな技術の実用化や、プラットフォーム型ビジネス、シェアリング

エコノミーなどの新たなビジネスモデルの実現が、現行規制との関

係で困難である場合に、新しい技術やビジネスモデルの社会実装

に向けて、事業者の申請に基づき、規制官庁の認定を受けた実証

を行い、実証により得られた情報やデータを用いて規制の見直しに

つなげる制度である。

② グレーゾーン解消制度
産業競争力強化法に基づき、事業者が、現行の規制の適用範囲が

不明確な場合においても、安心して新事業活動を行い得るよう、具

体的な事業計画に即して、あらかじめ規制の適用の有無を確認でき

る制度である。

③ 新事業特例制度
新事業活動を行おうとする事業者による規制の特例措置の提案を

受けて、安全性等の確保を条件として、「企業単位」で規制の特例

措置の適用を認める制度である。

  5.1.3 政策決定への関与

　デジタル技術の進展に伴い、個人やコミュニティによる政治的意思

決定への参加方法も多様化できるようになっている。伝統的な「一人

一票」という手法や、「力のある者によるロビイング」といった方法を超

えて、より実質的にステークホルダーの声を公共政策に反映させること

が重要である。

　社会課題や行政サービスの問題を、市民の自主的な参加と技術を

組み合わせて解決する手法は、シビックテック（Civic Tech）とも呼ばれ、

このような新しい形の市民参加は、デジタル技術の発達によって既に

国内外の多くの地域で考案・実用化されつつある。

　一例として、Civic Techの促進に取り組む一般社団法人Code for 

Japanと兵庫県加古川市は、2020年10月にスマートシティ促進に関す

る協定を締結し、加古川市スマートシティ構想の策定に向けて、市民

参加型デジタルプラットフォーム「Decidim（デシディム）」を国内で最初

に導入した。Decidimは、オンラインで多様な市民の意見を集め、議論
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を集約し、政策に結びつけるという参加型民主主義の実現のためのオ

ンラインツール（フリーソフト）であり、バルセロナやヘルシンキなどでも

既に活用されている。

デジタル臨調とデジタル原則
　デジタル社会を実現し、その恩恵を多様な個人や事業者が享受することができるように

するためには、デジタル改革と、規制・制度、行政や人材の在り方まで含めた本格的な構造

改革が必要である。こうした問題意識の下、2021年11月に、内閣総理大臣を会長とする

「デジタル臨時行政調査会」が創設され、デジタル改革、規制改革、行政改革といった構

造改革に係る横断的課題の一体的な検討や実行を強力に推進していくこととなった。そこ

では、以下の5つの原則が示されている19。 

① デジタル完結・自動化原則 

書面、目視、常駐、実地参加等を義務付ける手続・業務について、デジタル処理での完

結、機械での自動化を基本とし、行政内部も含めエンドツーエンドでのデジタル対応を

実現すること。国・地方公共団体を挙げてデジタルシフトへの組織文化作りと具体的対

応を進めること。 

② アジャイルガバナンス原則（機動的で柔軟なガバナンス） 
一律かつ硬直的な事前規制ではなく、リスクベースで性能等を規定して達成に向けた民

間の創意工夫を尊重するとともに、データに基づくEBPM（Evidence-based policy 

making：証拠に基づく政策立案）を徹底し、機動的・柔軟で継続的な改善を可能とするこ

と。データを活用して政策の点検と見直しをスピーディに繰り返す、機動的な政策形成

を可能とすること。 

③ 官民連携原則 

公共サービスを提供する際に民間企業のUI（ユーザーインターフェイス）・UX（ユーザーエ

クスペリエンス）を活用するなど、ユーザー目線で、ベンチャーなど民間の力を最大化す

る新たな官民連携を可能とすること。 

④ 相互運用性確保原則 

官民で適切にデータを共有し、世界最高水準のサービスを享受できるよう、国・地方公

共団体や準公共といった主体・分野間のばらつきを解消し、システム間の相互運用性を

確保すること。 

⑤ 共通基盤利用原則 

ID、ベース・レジストリ等は、国・地方公共団体や準公共といった主体・分野ごとの縦割り

で独自仕様のシステムを構築するのではなく、官民で広くデジタル共通基盤を利用する

とともに、調達仕様の標準化・共通化を進めること。

19）2021年12月24日閣議決定「デジタル社会の実現に向けた重点計画」21頁。なお、本原則でいう「アジャイルガバナン
ス原則」とは、本報告書の示すアジャイル・ガバナンス（広義）のうち規制に関するプロセスに焦点をあてたもの（狭義）であ
るといえる。
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  5.2  企業のガバナンスに関する対話の機会の確保

　企業の透明性とステークホルダーとの対話の重要性については、コ

ーポレートガバナンス・コードでもその重要性が指摘されている（6.1.2参

照）。開示の充実と、企業価値の向上との間に正の相関関係が認めら

れるとする実証的な研究も複数存在する。企業の経営者としては、ス

テークホルダーとの対話に基づいてガバナンスを設計・運用していくこ

とが、ステークホルダーからの信頼獲得ひいては企業価値の向上につ

ながるとの認識の下で、積極的に開示と対話に取り組むべきである。

　また、政府としては、こうした開示の指針となるようなガイドライン等

を、ステークホルダーの意見に基づいて策定していくことが求められる。

プライバシーコミュニケーションの質を向上させるための企業の取組

アルゴリズムの開示に関する欧州委員会のガイドライン

　昨今では、単にプライバシーポリシーを公表するだけでなく、分かりやすくプライバシー

ポリシーを説明することが各社で試みられており、データの取扱いや安全措置などについ

て解説するページを開設している企業も見られる。経済産業省が策定した「DX時代におけ

る企業のプライバシーガバナンスガイドブック20」では、企業がステークホルダーの信頼

を獲得するために、プライバシーに関わるガバナンスを構築する際に取り組むべきことを示

している。

　EUは、「ビジネスユーザーのためのオンライン仲介サービス等の公正性及び透明性の促

進に関する規則」において、対象となるオンラインプラットフォームが、ランキングの根拠と

なる主要なパラメーターや、そのパラメーターが相対的に重要である理由などを開示するこ

とを求めている。これを受けて欧州委員会が公表しているガイドラインでは、主要なパラメ

ーターの抽出にあたっての一般的な原則などを示すとともに、具体的な開示項目の例を紹

介している21。

20）https://www.meti.go.jp/press/2021/02/20220218001/20220218001.html
「DX時代における企業のプライバシーガバナンスガイドブックver1.2」 
21）Article 5、 Regulation (EU) 2019/1150 of the European Parliament and of the Council of 20 June 2019 on promoting 
fairness and transparency for business users of online intermediation services. COMMISSION NOTICE Guidelines on 
ranking transparency pursuant to Regulation (EU) 2019/1150 of the European Parliament and of the Council 2020/C 
424/01
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  5.3  官民の垣根を越えた知の共有

  5.3.1 教育機会と人材交流

　アジャイル・ガバナンスを実践するためには、技術・ルールメイク・組織

マネジメントなど様々な専門知識を持つ個人が協働して、ガバナンスの

仕組みを構築していく必要がある。そのためには、個人が様々な専門

知識を深めると共に、他の専門領域に対しても学びを広げられるよう

な教育機会の確保が重要である。また、マルチステークホルダーによる

ガバナンスを実践するためには、一人ひとりが様々なステークホルダー

の立場を理解することが重要であり、官民の垣根を超えた人材交流が

重要となる。

  5.3.2  ステークホルダー間の交流機会の確保

　マルチステークホルダーによるアジャイル・ガバナンスを実装するため

には、異なるステークホルダーが一堂に会して政策のアイディアを交換

し、実装に向けた動きを生み出せるようなイベントが、様々な主体によ

って開催されることが望ましい。

22）https://www.fca.org.uk/publication/research/fostering-innovation-through-collaboration-evolution-techsprint-
approach.pdf 
23）https://www.bis.org/hub/g20_techsprint.htm。ソリューションのプロトタイピングに必要なマイクロサービスやデー
タセットは、シンガポールのMASやIFCなどが共同で設立したASEAN Financial Innovation Networkが運営するAPIX（API 
Exchange、Digital Sandboxとも呼ばれる）が提供している。 このG20 TechSprintは翌2021年のG20にも受け継がれ、開催
国のイタリア中央銀行とBIS Innovation Hub等がG20 TechSprint 2021を共催している（https://www.techsprint2021.it/）。

RegTechの分野における官民交流
　規制対応に技術を用いるRegTechの分野では、マルチステークホルダーによるハッカソン

（エンジニアやデザイナーなどが集まってチームを作り、特定のテーマについて一定の期間

内でアプリケーションやサービスを開発するイベント）の事例が多くみられる。例えば、英国

の金融行為規制機構（Financial Conduct Authority：FCA）は、従来のラウンドテーブルやカ

ンファレンスに代わる、マルチステークホルダーによる新たな規制関連の課題解決のアプロ

ーチとして、ハッカソン形式を取り入れた試みを2016年より実施している22。2020年には、

このアプローチは国際的な政策形成の場にも持ち込まれ、開催国であるサウジアラビア王

国・BIS Innovation HubがG20 TechSprint 2020を共催した23。 

　金融業界においては、このようなTechSprintと、イノベーターに実証実験の場などを提供

するデジタルサンドボックス、そして規制に関する実証実験を行う規制のサンドボックスを

相互に関連させて運用し、アジャイルに市場やガバナンスを再構築する体制が標準的にな

りつつある。
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　アジャイル・ガバナンスを各ステークホルダーが実践するためには、適

切なインセンティブ設計が必要である。その具体例としては、以下のよ

うな仕組みが考えられる。

  6.1  企業に対するインセンティブ設計

　企業が適切なガバナンスを行うインセンティブとなるのは、法規制に

よる制裁や、問題発生時の損害賠償や社会的評価等のリスク、そして

市場における評価（とりわけ金融市場における投資家からの評価）であ

ると考えられる。

  6.1.1 規制・制裁・責任の一体的改革

　現状の制裁制度や損害賠償制度は、法令上の行為義務や過失責任

上の結果回避義務など、公的権威によって規定された一定の義務に対

する違反があったかどうかを基準としている。そのため、企業にとって

は、提供する製品・サービスのリスクに関する費用便益分析に基づいて

最適なリスクマネジメントを設計・実施するというよりも、形式的に法令

を遵守したり、形式的な法令遵守からの逸脱が事後的に法令違反と

判断される可能性を排除できない場合には、新たなリスクマネジメント

を行うこと自体を差し控えたりすることが最善のリスク回避策となって

いる。すなわち、自主的に最適なガバナンスを設計・実施することに向

けたインセンティブ設計がされているわけではない。

　この点を踏まえ、不確実性の高い製品・サービスに関する事故につい

て、いわゆる厳格責任制度を導入し、企業が自ら製品・サービスの想定

されるリスクに関する費用便益分析を実施するインセンティブを与える

よう責任制度を再設計することが考えられる。一方で、厳格責任制度

を単純に導入すると、予見不可能な事故について、企業が過剰な回避

行動をとってしまい、イノベーションが阻害されてしまう。そこで、以下

のように、免責制度と共に、いわゆる訴追延期合意制度（Deferred 

Prosecution Agreement：DPA）と類似した仕組みの制裁制度を併せて

アジャイル・ガバナンスの実践に向けたインセンティブ設計
6
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24）稻谷龍彦「Society 5.0における新しいガバナンスシステムとサンクションの役割」（法律時報2022年3月号掲載）参照。

導入し、イノベーションとリスクをリバランスし続けるインセンティブを

与えるよう制度設計することも考えられる24。

　これは、①事故に関するステークホルダー（複数の場合もあり得る）

の厳格刑事責任を規定し、事故が起きた場合に、②事前に想定可能

なリスクの発現であれば情報提供と被害補償、③想定不可能な不確

実性の発現の場合には情報提供と事故調査への協力及び製品・サービ

スの改善や組織の改善の約束をさせて訴追を延期するものとし、④不

協力・不履行の場合には訴追することで相当額の制裁金を賦課すると

共に、製品・サービスの認証取消などの厳格な行政制裁を行うという制

度である。なお、事故時の被害者救済の確実化や、事業者の厳格責

任下での過剰なリスク回避措置の防止という観点からは、保険制度や

公的被害補償制度、認証制度の整備や、情報ハブの設置（4.5参照）も

重要である。

　このように、規制・制裁・責任に関する一体的な改革を行うことによっ

て、自律分散型統治を高度にコーディネーションさせることを通じて、

複雑なシステムにおいて生じるリスクとイノベーションの最適なバラン

スを実現することができると考えられる。
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  6.1.2 市場からの評価

　コーポレートガバナンス・コードでは、従来、プリンシプルベースに基

づく「コンプライ・オア・エクスプレイン」のアプローチがとられてきたが、

実務上は、可能な限りコンプライすることによってエクスプレインを避

けたり、形式的なコンプライで対応を済ませたりする例が多いことが指

摘されている25。しかし、イノベーションの提供者による責任あるガバナ

ンスを実現するためには、企業が様々な価値（ゴール）に関する自らの

コミットメントを宣言した上で、それを外部に適切に開示する「コンプラ

イ・アンド・エクスプレイン」が必要である。

　実務上も、自ら非財務情報に属するゴールと目標を設定して積極的

に開示を行う企業が増えてきている。統合報告書において、国際的な

開示フレームワークであるGRIスタンダード26などに基づき、気候変動

や品質の責任、労働の安全・衛生、人権、ダイバーシティ、人材育成な

どについて、重要事項の選定理由や評価指標、それに対するKPIとして

目標や数値などを開示する例は増加している。その背景には、社会へ

のインパクトに関する非財務情報の積極的な開示とステークホルダー

との対話こそが、企業価値の向上につながるとの経営者の判断がある

ものと考えられる。

　政府においては、こうした取組を後押しするよう、国際的な枠組みを

尊重しながら開示制度を整備していくことが求められる。

非財務情報の開示に関する近年の政府の検討
　コーポレートガバナンスの文脈において、従来、企業の情報開示制度は、財務に関する

情報を中心に整備されてきたが、近年では、非財務情報の開示に関する議論が進んでいる。 

　2021年6月のコーポレートガバナンス・コードの改訂においては、上場会社が、自社のサ

ステナビリティについての取組や、人的資本や知的財産への投資等について適切に情報開

示すべきとされた。また、プライム市場上場会社では、気候変動に係るリスク及び収益機会

が自社の事業活動や収益等に与える影響について、国際的に確立された開示の枠組みであ

るTCFD27又はそれと同等の枠組みに基づく開示の質と量の充実を進めるべきとされた。 

25）経済産業省「CGSガイドライン（コーポレート・ガバナンス・システムに関する実務指針）のフォローアップについて（CGS
研究会（第2期）第３回事務局資料）別紙」（p.58）（2018年5月）によれば、アンケートに回答した50%の企業が「可能な限
り、エクスプレイン（実施しない理由を説明） ではなく、コンプライ（実施）する方向で検討している」と回答しており、ま
た、28%の企業が、「コンプライ（実施）しているものの、形式的な対応にとどまり、実質的な取組にまで至っていないもの
がある」と回答している。 
26）Global Reporting Initiative Standards。報告主体が経済、環境、社会に与えるインパクト（プラスとマイナスのインパク
ト、外部に与えるインパクトと外部から受けるインパクトを含む）を報告し、持続可能な発展への貢献を説明するためのフ
レームワーク。 
27）Task Force on Climate-related Financial Disclosures（気候関連財務情報開示タスクフォース）。
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  6.1.3 アジャイル・ガバナンスの実践に役立つツールの提供

　企業によるアジャイル・ガバナンスの実践をインセンティブ付けするた

めには、自社がガバナンスにおいて評価されるために何をすればよい

のかが明らかになっていることが必要である。そのため、一定の分野ご

とに、企業が参照できるガイドラインを整備することが重要である。こう

したガイドラインは、マルチステークホルダーによる検討に基づき、アジ

ャイルにアップデートされていくべきである。

　例えば、以下のガイドラインについては、アジャイル・ガバナンスの枠

組みを促進するものとして位置付けることができる。

① 個別的な分野に関する企業向けガイドラインやツールキット

例:AI原則実践のためのガバナンス・ガイドライン28、

  DX時代における企業のプライバシーガバナンスガイドブック29

② 官民合同プラットフォームのガバナンスに関するガイドライン

例:プラットフォームにおけるデータ取扱いルールの実装ガイダンス30

  6.2  政府に対するインセンティブ設計

　アジャイル・ガバナンスの実践を通じて、政府がSociety5.0にふさわし

いファシリテーション、規制改革、システム構築などを推進できれば、

政府はより多くの評価や信頼を国民や住民から獲得することができる

と考えられる。さらには、アジャイル・ガバナンスの過程で民間を政策形

成に巻き込んでいる結果、民間側に政策やルールに対する主体性（受

け身でない姿勢）が生まれるとも考えられる。これによって、さらに政府

28）https://www.meti.go.jp/shingikai/mono_info_service/ai_shakai_jisso/2021070902_report.html. そのほかのAIに関
するガイドラインとして、(1)EC HLEG AI(High Level Expert Group on AI) . ETHICS GUIDELINES FOR TRUSTWORTHY AI 
(2019) 中の質問形式のガイドライン:p28-33: TRUSTWORTHY AI ASSESSMENT LIST (2)AI プロダクト品質保証コンソー
シアム. AIプロダクト品質保証ガイドライン(QA4AI)2021.09版など。 
29）https://www.meti.go.jp/press/2021/02/20220218001/20220218001.html

「DX時代における企業のプライバシーガバナンスガイドブックver1.2」 
30）https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000227587

　こうした非財務情報の開示に関する企業の取組を後押しするため、金融庁の「ディスク

ロージャーワーキング・グループ」は、2021年9月に「サステナビリティ（気候変動対応、人的

資本への投資、多様性の確保等）」に関する開示について検討を開始した。 これらの情報

の開示枠組みが整備されることによって、市場参加者が、「サステナリビティ」というゴール

の達成に向けた各社のガバナンスの在り方をより適切に評価できるようになると考えられる。
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のファシリテーションや規制改革、システム構築などが促進されるとい

う好循環が生まれることが、政府にとってのインセンティブになると思

われる。

　こうした好循環を生じさせるためには、「政府」に分類される組織の

目的を見直していくことが求められる。すなわち、所管する個別具体的

な利益の保護やそれらの調整を行うだけではなく、イノベーションの促

進や競争のためのルール形成といったプロアクティブな動きをすること

が組織の存在意義であることを明確にすることによって、報酬体系、組

織体系、評価体系などの見直しにつなげていくことが重要になるであ

ろう。

  6.3 個人・コミュニティに対するインセンティブ設計

　個人やコミュニティにとって、アジャイル・ガバナンスに参加するイン

センティブとなり得るのは、第一に、個人が政府や企業、又はこれらが

連携した組織のガバナンスに参加する手段が確保されていること、そし

て第二に、そこでの提案や要望が適切に制度改正やシステム改善につ

ながることであると考えられる。そのために、政府や企業としては、ユ

ーザー・国民及びその代表者との間のコミュニケーションの状況や、そ

れが実際にサービスや政策に反映される過程について、透明性を向上

することが重要である。また、コミュニティをリードするNPOやNGO組

成を民間主体が積極的に支援するための取組（投資や税制優遇など）

を行っていくことも考えられるであろう。

　さらには、官民の人材交流や兼職などを通じて、政策形成の過程に

より多くの個人やコミュニティが入り込めるような環境整備も一層重要

になる。

　国境のないサイバー空間を起点とするSociety5.0においては、アジャ

イル・ガバナンスの取組もグローバルに実施していく必要がある。そこ

では、政府間の取組に加え、マルチステークホルダー団体の活動や標

準策定における連携、そして民間企業同士による連携など、様々な協

力のあり方が考えられる。アジャイル・ガバナンスに特に関係の深いもの

として、これまで、以下のような取組が行われてきている。

アジャイル・ガバナンスの実践に向けた国際協調
7
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アジャイル・ガバナンスの実践に向けたグローバルな取組の例
① アジャイルネーションズ 

イノベーションを促進するためのルール形成に向けた国際的な協力を行うため、カナダ、

デンマーク、イタリア、日本、シンガポール、アラブ首長国連邦及び英国は、2020年11月

に「アジャイルネーションズ」（Agile Nations）を設立した31。2021年10月には、最初の大

臣級会合が開催され、各国が今後進めていくアジャイルなルール形成に関する取組を紹

介した。 

② OECDによるアジャイルな規制に関する勧告 

OECDは、2021年10月、「イノベーションを牽引するためのアジャイルな規制ガバナンス

に関する勧告」を策定した32。同勧告では、将来の変化に順応可能なアウトカムベース

の法規制や、データに基づくリスク評価と法執行、そしてこれらに関する国際的な協力

など、不確実な社会においてイノベーションを促進するためのアジャイルな規制の在り方

に関する指針が示されている。 

③ 世界経済フォーラム   Global Future Council on Agile Governance 

グローバルなマルチステークホルダー団体である世界経済フォーラムのGFC on Agile 

Governance（以下「AG協議会」という。）は、各国の企業、市民社会、政府の有識者と

ともに、アジャイル・ガバナンスを推進するための様々な活動を行っている。AG協議会は、

白書やツールキットの作成、Agile50リストによるグローバルリーダーシップの評価と共

有、アジャイル・ガバナンス技術の開発と普及に協力する7カ国からなるAgile Nations の

設立を支援し、アジャイル・ガバナンスの国際的認知度を高めてきた。現在は、規制の効

率性、正確性、アクセシビリティを高めるために、規制のための新技術（RegTech）活用

に関するベストプラクティスとそのインサイトを研究すると同時に、アジャイル・ガバナンス

を推進・実装する実践者養成のための教育プログラムを開発している。 

④ 国際標準化機構の取組
ISO（国際標準機構）等の機関から発行されるWTO／TBT協定の対象となる国際標準は、

国際協調を促進する上で極めて効果的なツールとなる。日本におけるSociety5.0のコン

セプトを国際標準化の俎上に載せる試みは2017年から始まり、主としてISOの場で活動

を継続してきた。2020年7月にはIWA（International Workshop Agreement）39として公

式な国際活動が開始され、Society5.0のキーワードである「人間中心」、「社会課題解

決」、「サイバー・フィジカルシステム」をテーマとして、他の国際標準化団体を含む世界

27カ国からほぼ100名のエキスパートの参加を得て活発な議論が開始された。

31）https://www.meti.go.jp/press/2020/12/20201209001/20201209001-1.pdf 
32）https://www.oecd.org/mcm/Recommendation-for-Agile-Regulatory-Governance-to-Harness-Innovation.pdf

　イノベーションの恩恵をグローバルに拡大していくために、日本がガ

バナンスに関する理論と実践の両面において国際的な議論に貢献する

ことは、今後より一層重要となる。
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